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土地基本法（抜粋） 
 

第一章 総則 

 

（適正な利用及び管理等） 

第三条 土地は、その所有する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条

件に応じて適正に利用し、又は管理されるものとする。 

２ 土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域へ 

の悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとする。 

３ 土地は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため策定された土地 

の利用及び管理に関する計画に従って利用し、又は管理されるものとする。 

 

 （土地所有者等の責務） 

第六条 土地所有者等は、第二条から前条までに定める土地についての基本理

念（以下「土地についての基本理念」という。）にのっとり、土地の利用及び

管理並びに取引を行う責務を有する。 

２ 土地の所有者は、前項の責務を遂行するに当たっては、その所有する土地

に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の

所有権の境界の明確化のための措置を適正に講ずるように努めなければな

らない。 

３ 土地所有者等は、国又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



民法（抜粋） 
 

第二編 物権 

 第三章 所有権 

  第一節 所有権の限界 

   第二款 相隣関係 

 

 （竹木の枝の切除及び根の切取り） 

第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹林の枝が境界線を越えるときは、

その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 

２ 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、そ

の枝を切り取ることができる。 

３ 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切

り取ることができる。 

 一 竹木の所有者に枝を切除するよう勧告したにもかかわらず、竹木の所有

者が相当の期間内に切除しないとき。 

 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない

とき。 

 三 急迫の事情があるとき。 

４ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 


